
 
「江戸川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調

整に関する条例」の手続について 

 

建築紛争を未然に防止するためには、近隣関係住民と建築主が、互譲の精神で十分に話し合いを

することが大切です。そのために早い段階で建築計画の説明が行われるようにしています。 

区としては、近隣関係が良好に維持され、地域全体としてより良い街づくりがなされることを心

から願っています。建築主の皆様には、条例の趣旨を御理解いただき、御協力をお願いいたします。 

 

＜主な内容＞ 
 

１．標識設置期間  

① 延べ面積が３００㎡以上かつ高さが１０ｍを超える中高層建築物   ６０日 

※ 隣接住民等全部に対して、不在なく、きちんとした説明が完了し、近隣関係住民等か

ら、計画への要望・苦情等が出されていない場合で、区長が特別な事由があると認める

ときは、申出書の提出により、期間を３０日まで短縮することができます。 

② 総合設計の許可申請を行う中高層建築物              ９０日 

※ 期間の短縮はありません。 

③ 上記以外の中高層建築物                     ３０日 

 

２．説明会等の開催 

次の区分により、標識設置日から１４日以内に説明会等を開催してください。 
                                 原則として 

① 延べ面積が３００㎡以上かつ高さが１０ｍを超える中高層建築物   説明会 

② 総合設計の許可申請を行う中高層建築物              説明会 

③ 上記以外の中高層建築物             説明会または戸別説明 

※ 説明会の欠席者に対しては、戸別説明が必要です。 



 

 

※ 説明会等で、住民へ配布する資料等について 

≪参考例≫ 

① 付近状況図（隣接住民や近隣関係住民の範囲、冬至期地盤面の時刻日影と２時

間の等時間日影が示されたもの） 

② 配置図 

③ 平面図（レイアウト等についてはプライバシー等を配慮したものでも可） 

④ 立面図 

⑤ 工事関係資料（工期・工法・作業方法・危険防止策・工程表等） 

⑥ テレビ電波障害調査資料 

⑦ その他 

 

 

上記の資料図書等については、あくまでも参考ですので、当該建築に係る計画の

内容が説明できるものを配布してください。 
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標識設置から建築確認申請等までの流れ 
 

Ⅰ 延べ面積が３００㎡以上、かつ、高さが１０ｍを超える中高層建築物の場合 

   （総合設計の許可申請を行う中高層建築物は、※の６０日を９０日に読み替えてください。） 

 

 標識設置  

 

 

 

 

 

                  

 

 標識設置報告  

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 説明会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 戸別説明等  

 

 

 

 

                  

 

 説明会等報告  

      

 

 

 

                  

 

 

 

 

 建築確認申請等  

                  

 

※ Ⅰ以外の中高層建築物の場合は、裏面を御覧ください。 

建築確認申請・指定確認検査機関の確認を受けるための書類の提出・計画通知・許可申

請・認定申請（施行規則第 6 条の各号のいずれかに掲げる手続、ただし 2 以上の手続を

行う場合は最初の手続）をしようとする日の※６０日以上前に設置してください。 

● 接道面につき各 1 枚設置してください。 

● 江戸川区では標識の販売はしていません。 

（標識の販売先：東京建築士会及び東京都建築士事務所協会） 

設置した日を含めて５日以内に提出してください。 

● 土・日・祝祭日を含みます。ただし、5 日目が閉庁日となる場合は、翌開庁日でも可で 

す。 

● 報告書の提出が遅延した場合、提出日からさかのぼって 5 日前に設置したものとして 

取り扱います。 

設置した日を含めて１４日以内に説明会を開催してください。 

● 開催日の５日前までに住民に日時・場所を知らせてください。 

● 「説明会のお知らせ」を標識の付近に掲示するとともに、隣接住民には、文書を配布し 

て周知してください。 

● 説明するときは、資料等を配布してください。 

● 住民から要望があれば、再度説明会を開催してください。 

● 説明会の開催が遅れた場合、標識設置期間を延長することがあります。 

● 土地所有者・事業者は、隣接住民とみなして、説明してください。 

説明会の欠席者に対しては、戸別説明等を行ってください。 

● 説明するときは、資料等を配布してください。 

● 不在の場合は、日にちを変えて、3 回以上訪問してください。 

（これによっても説明できなかったときは、説明資料等を投函してください。） 

建築確認申請書等提出の３開庁日前までに提出してください。 

● 上記により提出後、追加報告書の提出を求める場合があります。 

● 説明時の状況を伺いますので、実際に説明を行った方が提出するようにしてください。 

提出書類等 
 

（３ページのと

おり） 

添付書類 
 

（ 別 記 の と お

り） 

江戸川区に建築確認申請書等を提出される場合は、正本を事前に調整係の窓口に持参

してください。 
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Ⅱ Ⅰ以外の中高層建築物の場合 

 

 標識設置  

 

 

 

 

 

                  

 

 標識設置報告  

      

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 説明会・戸別説明等  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 説明会等報告  

      

 

 

 

 

                  

 

 

 

 建築確認申請等  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築確認申請・指定確認検査機関の確認を受けるための書類の提出・計画通知・許可申

請・認定申請（施行規則第 6 条の各号のいずれかに掲げる手続、ただし 2 以上の手続を

行う場合は最初の手続）をしようとする日の３０日以上前に設置してください。 

● 接道面につき各 1 枚設置してください。 

● 江戸川区では標識の販売はしていません。 

（標識の販売先：東京建築士会及び東京都建築士事務所協会） 

設置した日を含めて５日以内に提出してください。 

● 土・日・祝祭日を含みます。ただし、5 日目が閉庁日となる場合は、翌開庁日でも可で 

す。 

● 報告書の提出が遅延した場合、提出日からさかのぼって 5 日前に設置したものとして 

取り扱います。 

設置した日を含めて１４日以内にすべての隣接住民に対して説明を始めてください。 

● 説明方法は、説明会又は戸別説明等のどちらでも構いませんが、住民から説明会開 

催の要望（まとまって話を聞きたい等）がある場合は、説明会を開催してください。 

● 説明するときは、資料等を配布してください。 

● 欠席・不在の場合は、日にちを変えて、3 回以上訪問してください。 

（これによっても説明できなかったときは、説明資料等を投函してください。） 

● 隣接住民に対する説明開始が遅れた場合、標識設置期間を延長することがあります。 

● 土地所有者・事業者は、隣接住民とみなして、説明してください。 

建築確認申請書等提出の３開庁日前までに提出してください。 

● 上記により提出後、追加報告書の提出を求める場合があります。 

● 説明時の状況を伺いますので、実際に説明を行った方が提出するようにしてください。 

提出書類等 
 

（３ページのと

おり） 

添付書類 
 

（ 別 記 の と お

り） 

江戸川区に建築確認申請書等を提出される場合は、正本を事前に調整係の窓口に持参

してください。 
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＜標識設置報告の提出書類等について＞ 

 

① 建築計画のお知らせ（一般の閲覧用としています。）      第１号様式 

② 標識設置報告（）                         （） (第２号様式 

※ 案内図及び設置位置図を記載し、写真（標識１枚につき近景・遠景各１枚）を添付してください。（別紙可） 

   ※ 近景の写真は標識の全体が写っており、文字が読めるものにしてください。 

 

 

＜説明会等報告の添付書類について＞ 
 

① 配置図（周辺道路の幅員、離隔距離等を表示したもの）・各階平面図（住戸内のレイアウトを表示したもの）・２面 

以上の立面図 

② 隣接住民との関連を表示した日影図（時間毎・測定面は地盤面・屋上看板等の日影を含めたもの）及び近隣関係 

住民の範囲を表示した付近状況図（裏面の例を参考にしてください。） 

③ 住民に配布した資料 

④ 説明会の出席者名簿及び議事録（要旨） 

⑤ その他 

 

 

＜指定確認検査機関に建築確認の申請をするときは＞ 
 

● 標識設置報告及び説明会等報告書は、それぞれ正副各１部ずつ提出してください。副本については、受付印を 

押して返却しますので、指定確認検査機関に建築確認の申請をするときに添付してください。 

 

 

＜建築に係る計画を変更する場合は＞ 
 

● 変更確認申請を提出するような計画の変更がある場合は、事前に御相談ください。 

● 標識の記載内容を変更したときは、変更届を提出してください。 

● 住民に説明した後に、明らかに不利益を生じる計画の変更をするときは、再説明が必要となります。 

 

 

＜延べ面積が１０，０００㎡を超える中高層建築物の場合は＞ 
 

● 延べ面積が１０，０００㎡を超える中高層建築物については、「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調 

整に関する条例」により手続等をしてください。ただし、区条例の趣旨を尊重して、標識設置期間を設定し、対象範

囲となる住民へ原則として説明会にて、説明を実施してください。 

 

 

 

問 い合 わせ及 び提 出 先   江 戸 川 区 都 市 開 発 部 都 市 計 画 課 調 整 係 

電話 ０ ３ （ ５ ６ ６ ２ ） ６ ３ ６ ８  （ ﾀ ﾞ ｲ ﾔ ﾙ ｲ ﾝ ） 



 

凡例 
 

 

 隣接住民の範囲 注） 日影図は、冬至日の地盤面でのもの。 
（真北方向） 北緯 36°00′  東経 139°52′  近隣関係住民の範囲 

①～⑰ 名簿中の整理番号  時 刻    方位角(°) 倍 率    

 

注）電波障害が予想される地域では、外壁から 2.5

倍を超える世帯も近隣関係住民に含まれます。 

注）敷地の一部でも範囲の線にかかれば説明対象者と

なります。 

12:00 0.00° 1.69 

11:00（13:00） 15.73° 1.81 

10:00（14:00） 30.17° 2.23 

 9:00（15:00） 42.69° 3.29 

 8:00（16:00） 53.33° 7.22 

     

   

 
   

   

    

 

付近状況図（例） 
9:00 

8:00 

10:00 
11:00 12:00 13:00 

14:00 

15:00 

16:00 

N 

（外壁から建築物の高さの範囲） 

（外壁から建築物の高さの 2.5 倍の範囲） 

Ｓ＝１／○○○ 
（縮尺を表示してください） 

（
２
時
間
日
影
線
） 

申請建築物 
(H=15m) 

  ② 
店舗・住宅 

 ① 
長屋 

 ③ 
駐車場 

⑮ 
住宅 

 ⑭ 
共同住宅 

 
 ⑬ 
住 宅 

 ⑩ 
住 宅 

 ④ 
住宅 

 ⑦ 
空 地 

 
 ⑫ 
住 宅 

  ⑯ 
共同住宅 

 ⑪ 
住 宅 

 ⑨ 
住宅 

  ⑥ 
住宅 

 ⑤ 
住宅 

15m 

37.5m 
日影は冬至日の地盤面でのもの 
（日影の説明を記載してください） 

近隣⑰ 
店舗・事務所 

4 

memo 

  ⑧ 
住宅 


